
【重要】 「基礎控除の額」欄の記載に関するお願い

年末調整を実施されている場合、基礎控除の額に関わらず、必ず給与支払報告書の

「基礎控除の額」欄に控除額を記載してください。

令和 7 年度（令和６年分）までは、基礎控除額が 480,000 円の場合は記載不要でしたが、所得税の基
礎控除額の改正(裏面参照）に伴い、令和 8 年度（令和 7 年分）においては基礎控除額に関わらず記載
が必要となりました。

（記載例）

※ 基礎控除額が 580,000 円の場合、 下例のように記載してください。

(例） 〇 580,000

× 58 万

（参考）令和７年分以後の所得税基礎控除額

（※1）特定支出控除や所得金額調整控除の適用がある場合には、表の金額とは異なります。

（※2)合計所得金額 2,350 万円超の場合の基礎控除額に改正はありません。
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132万円以下 （200万 3,999円以下） 95万円

48万円

132万円超 336 万円以下 （200 万 3,999円超 475万 1,999円以下） 88万円

58万円
336 万円超 489 万円以下 （475 万 1,999円超 665万 5,556円以下） 68万円

489 万円超 655 万円以下 （665 万 5,556円超 850万円以下） 63万円

655 万円超 2,350 万円以下 （850 万円超 2,545 万円以下） 58万円


